
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
十
五
号

海
外
か
ら
の
日
本
国
民
の
集
団
的
引
揚
輸
送
の
た

め
の
航
海
命
令
に
関
す
る
法
律

（
航
海
命
令
）

第
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
海
外
か
ら
の
日
本
国
民
の

集
団
的
引
揚
輸
送
の
た
め
航
海
が
必
要
で
あ
り
、
か

つ
、
契
約
に
よ
り
当
該
航
海
を
行
う
者
を
得
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
船
舶
運
航
事
業
を
営

む
者
に
対
し
、
航
路
及
び
船
舶
を
指
定
し
て
、
当
該
航

海
を
行
う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
命
令
に
よ
り
航
海
を
行

う
者
に
対
し
、
当
該
船
舶
に
つ
い
て
当
該
航
海
に
必
要

な
施
設
を
設
け
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
命
令
に
よ
り
航
海
を
行
う
者
は
、
当
該
航

海
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
損
失
補
償
）

第
二
条
　
政
府
は
、
前
条
の
命
令
に
よ
り
航
海
を
行
う
者

に
対
し
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
命
令
に
よ
り
通

常
生
ず
べ
き
損
失
（
そ
の
命
令
を
受
け
な
か
つ
た
な
ら

ば
通
常
得
ら
る
べ
き
利
益
が
得
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
に

よ
る
損
失
を
含
む
。
）
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
損
失
の
補
償
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

で
定
め
る
。

（
罰
則
）

第
三
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
者

は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

第
四
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理

人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は
人
の

業
務
に
関
し
て
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行

為
者
を
罰
す
る
外
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同

条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
但
し
、
法
人
又
は
人
の
代
理

人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
の
当
該
違
反
行
為
を
防

止
す
る
た
め
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
相
当
の
注
意
及
び

監
督
が
尽
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ

の
法
人
又
は
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


